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収
蔵
文
書
の
紹
介

（
平
成
２１
年
６
月
１７
日
～
９
月
５
日
）

重重重
要要要
文文文
化化化
財財財
奥奥奥
家家家
住住住
宅宅宅
ののの
古古古
文文文
書書書

は
じ
め
に

奥
家
文
書
四
四
五
九
点
は
、
平
成
二
十
年
六
月
に
当
館
へ
寄

贈
さ
れ
ま
し
た
、
奥
家
文
書
は
、
こ
れ
ま
で
三
次
市
吉
舎
町
敷

地
（
備
後
国
三
谿
郡
敷
地
村
）
に
あ
る
奥
家
住
宅
で
、
長
年
に

わ
た
っ
て
保
存
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
奥
家
住
宅
は
県
内
で
国
の

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
五
件
の
民
家
（
建
造
物
）
の

一
つ
で
す
。

奥
家
（
家
号
は
岡
垣
内
）
は
、
天
正
年
間
（
一
五
七
三
～
一
五

九
二
）
ご
ろ
に
丹
波
国
（
現
京
都
府
）
か
ら
来
住
し
、
天
明
年

間
（
一
七
八
一
～
一
七
八
八
）
に
現
在
地
に
居
を
構
え
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
奥
家
住
宅
が
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
た
の

は
、「
本
宅
普
請
万
覚
帳

天
明
八
年
申
九
月
ヨ
リ
」（
敷
地
村

岡
垣
内
武
十
郎
）
と
い
う
文
書
と
、
棟
札
が
残
さ
れ
て
い
た
た

め
で
す
。
民
家
で
そ
の
創
建
年
が
明
確
に
わ
か
る
こ
と
は
ま
れ

で
、民
家
を
研
究
す
る
う
え
で
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

奥
家
で
は
、
理
十
郎
が
敷
地
村
組
頭
を
経
て
天
保
年
間
（
一

八
三
〇
～
一
八
四
四
）
か
ら
同
村
庄
屋
を
、
ま
た
、
そ
の
子
栄
十
郎

も
嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
～
一
八
五
三
）
か
ら
同
村
の
庄
屋
を
勤
め

ま
し
た
。
奥
家
文
書
に
は
、
敷
地
村
「
国
郡
志
御
用
書
上
帳
」

や
宗
旨
改
め
、
そ
の
他
災
害
、
年
貢
な
ど
、
敷
地
村
に
関
す
る

古
文
書
が
多
数
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

栄
十
郎
の
子
徳
十
郎
は
、
明
治
に
な
っ
て
敷
地
村
戸
長
付
属
、

甲
奴
・
世
羅
・
三
谿
郡
役
所
書
記
な
ど
を
経
て
、
明
治
十
七
年

（
一
八
八
四

）
か
ら
敷
地
・
矢
井
・
海
田
原
・
矢
野
地
・
三
玉
の

五
ヶ
村
を
所
轄
す
る
戸
長
に
就
任
し
ま
し
た
。
明
治
二
十
二
年

（
一
八
八
九

）
四
月
一
日
に
町
村
制
が
施
行
さ
れ
、
吉
舎
・
安
田

村
と
五
ヶ
村
が
合
併
し
て
三
谿
郡
吉
舎
村
が
発
足
す
る
と
、
初

代
吉
舎
村
長
に
就
任
し
て
い
ま
す
。

戸
長
の
仕
事
は
、
政
府
や
県
が
発
し
た
布
達
を
各
村
に
伝
達

し
て
そ
の
趣
旨
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
と
、
租
税
の
徴
収
、
戸
籍
・

徴
兵
・
教
育
に
か
か
わ
る
事
務
な
ど
で
し
た
。奥
家
文
書
に
は
、

特
に
徴
兵
に
関
す
る
軍
事
関
係
や
、
小
学
校
設
立
な
ど
の
学
事

に
関
す
る
資
料
が
比
較
的
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
西
村

晃
）

参
考
文
献
／
（
広
島
県
県
教
育
委
員
会
編
『
広
島
県
の
民
家
』

一
九
七
八
年
）、『
吉
舎
町
史
』
下
巻
（
平
成
三
年
）

１

村
法
改
め
人
別
受
印
帖

天
保
四
年
（
一
八
三
三

）
一
月

村
格
改
め
人
別
再
受
印
形
帳

天
保
十
四
年
八
月

天
保
四
年
の
「
村
法
」
は
敷
地
村
内
の
掟
書
で
、
忠
兵
衛
ら

長
百
姓
四
人
と
村
人
二
五
一
人
全
員
が
誓
約
の
意
味
を
込
め
て

捺
印
し
、
庄
屋
栄
十
郎
（
奥
家
）
ら
村
役
人
に
提
出
し
た
。

そ
の
誓
約
の
内
容
は
、
主
と
し
て
諸
入
役
の
削
減
に
関
す
る

条
項
で
、
従
来
の
慣
行
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
諸
入
役

と
は
、
年
貢
輸
送
人
夫
の
駄
賃
、
道
・
橋
・
用
水
の
普
請
費
用

な
ど
、
村
の
運
営
上
必
要
と
す
る
諸
経
費
で
、
村
民
に
割
り
当

て
ら
れ
徴
収
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
そ
の
後
、
そ
の
内
容
変
更
を
め
ぐ
っ
て
村
内
で
争
い

が
生
じ
、
村
内
で
は
解
決
が
つ
か
な
く
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、

天
保
十
四
年
三
谿
郡
割
庄
屋
ら
の
裁
定
を
仰
い
だ
結
果
、「
村

法
」
は
天
保
四
年
以
前
に
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
敷
地
村
の

長
百
姓
五
人
と
村
人
二
四
五
人
は
改
め
て
誓
約
書
を
提
出
し
た
。

２

五
人
組
改
め
帳

安
政
六
年
（
一
八
五
九

）
一
月

領
主
が
、
町
・
村
の
治
安
維
持
に
連
帯
責
任
を
も
た
せ
る
た

め
、
ほ
ぼ
五
軒
の
世
帯
を
組
み
合
わ
せ
て
支
配
の
末
端
機
構
と

し
た
の
が
「
五
人
組
」
で
あ
る
。
広
島
藩
で
は
慶
安
二
年
（
一
六

四
九

）
に
そ
れ
以
前
の
十
人
組
に
代
わ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
。

五
人
組
が
遵
守
す
べ
き
法
令
に
、
五
人
組
を
構
成
す
る
全
員

が
連
署
・
捺
印
す
る
「
五
人
組
帳
」
を
作
成
す
る
藩
も
あ
っ
た

が
、
広
島
藩
に
は
な
い
。

敷
地
村
で
は
五
十
九
年
間
に
わ
た
っ
て
五
人
組
改
め
が
行

わ
れ
ず
、
構
成
員
が
二
、
三
軒
し
か
な
い
組
が
現
れ
た
た
め
、

こ
の
年
是
正
が
行
わ
れ
、
一
組
が
五
軒
～
七
軒
の
四
八
組
（
二

五
八
軒
）
に
再
編
さ
れ
た
。

３

田
畑
旱
損
に
つ
き
「
一
名
見
」
提
出
に
関
す
る
口
上
書

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三

）
九
月

水
害
や
旱
害
、
虫
害
な
ど
に
よ
り
田
畑
に
著
し
い
被
害
が
発

生
し
、
年
貢
が
支
払
え
な
く
な
っ
た
場
合
、
そ
の
農
民
は
庄
屋

み
た
に

し
き
じ

き

さ

こ
ち
ょ
う

う
け
い
ん

か
い
だ
は
ら

や

の

ち

い
ち
み
ょ
う
み
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へ
年
貢
減
免
を
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
た
。
庄
屋
ら
村
役
人
か

ら
実
地
調
査
を
受
け
、
減
免
が
認
め
ら
れ
る
と
、
そ
の
損
害
分

は
村
割
り
で
他
の
村
民
に
割
賦
（
村

き
）
さ
れ
た
。
こ
れ
を

「
一
名
見
」
と
い
う
。

嘉
永
六
年
の
夏
、
敷
地
村
は
稀
有
な
旱
魃
に
見
舞
わ
れ
、
吉

蔵
の
田
畑
は
全
滅
と
な
っ
た
。
吉
蔵
は
「
一
名
見
」
を
願
い
出

よ
う
と
し
た
が
、同
様
の
願
い
を
多
数
受
理
し
た
村
役
人
か
ら
、

な
る
べ
く
提
出
を
控
え
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
と
り
あ
え
ず

行
わ
れ
た
調
査
の
結
果
と
自
分
の
見
込
み
と
の
差
が
大
き
く
、

吉
蔵
は
提
出
を
決
意
し
た
。
村
役
人
は
提
出
を
差
し
控
え
た
農

民
と
同
程
度
の
損
害
で
あ
る
と
し
て
受
取
り
を
拒
否
し
た
が
、

吉
蔵
の
決
意
が
固
い
た
め
割
庄
屋
ま
で
窺
い
出
る
こ
と
に
し
た
。

吉
蔵
は
割
庄
屋
か
ら
呼
出
さ
れ
、
提
出
を
控
え
る
よ
う
諭
さ
れ

た
が
、
納
得
で
き
ず
、
つ
い
に
他
の
収
穫
を
村
方
に
差
し
上
げ

る
こ
と
を
条
件
に
「
一
名
見
」
の
願
書
を
提
出
す
る
と
こ
の
口

上
書
に
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
結
局
願
書
は
取
り
下
げ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

４

武
一
騒
動
鎮
撫
役
人
宿
泊
諸
入
用
割
賦
取
立
帳
と

敷
地
村
四
名
の
裁
許
状

明
治
四
年
（
一
八
七
一

）
十
二
月

明
治
四
年
八
月
、
廃
藩
置
県
に
伴
う
旧
知
事
家
族
の
東
京
移

住
阻
止
に
端
を
発
し
た
武
一
騒
動
は
、
山
県
郡
壬
生
村
（
現
北

広
島
町
）
で
暴
動
が
発
生
す
る
に
及
ん
で
、
全
県
下
を
ま
き
込

む
大
一
揆
へ
と
拡
大
し
た
。
三
谿
郡
で
は
八
月
十
三
日
夜
か
ら

十
四
日
に
か
け
て
、「
太
政
官
付
き
の
役
人
は
一
人
も
残
ら
ず

皆
打
ち
取
る
」
と
、
郡
内
の
割
庄
屋
や
郡
用
所
、
庄
屋
な
ど
村

役
人
宅
二
二
ヶ
所
が
次
々
と
襲
撃
さ
れ
た
。
敷
地
村
で
は
組
頭

田
中
屋
警
四
郎
宅
が
襲
わ
れ
て
い
る
。

騒
動
が
収
ま
っ
た
八
月
二
十
七
日
、
鎮
撫
方
役
人
が
六
百
人

の
兵
を
連
れ
て
吉
舎
へ
入
り
、
住
民
を
説
諭
す
る
と
と
も
に
取

調
べ
を
行
う
た
め
郡
内
の
村
々
を
廻
っ
た
。
敷
地
村
に
は
九
月

三
日
に
役
人
が
入
り
、
六
人
が
逮
捕
さ
れ
て
庄
屋
宅
で
取
調
べ

を
受
け
、
宙
吊
り
な
ど
の
拷
問
を
受
け
た
と
い
う
。
そ
の
役
人

滞
在
期
間
中
の
諸
費
用
は
村
人
に
割
賦
さ
れ
十
二
月
に
取
り
立

て
ら
れ
た
。「
割
賦
取
立
帳
」
は
そ
の
記
録
で
あ
る
。

奥
家
文
書
に
は
敷
地
村
の
住
民
四
名
の
裁
許
状
も
残
っ
て

い
る
。
打
毀
し
に
加
わ
っ
た
組
頭
格
庄
作
は
格
式
取
上
げ
、
割

庄
屋
襲
撃
を
手
伝
い
、
窃
盗
を
働
い
た
岡
作
は
杖
（
木
製
の
杖

で
背
中
や
臀
部
を
打
つ
刑
）
七
〇
回
、
多
人
数
で
乱
暴
を
働
い

た
吉
五
郎
は
笞
（
笞
打
ち
）
五
〇
回
、
浮
過
（
土
地
を
持
た
ず

賃
仕
事
な
ど
で
生
計
を
立
て
る
者
）
滝
平
は
多
人
数
に
脅
さ
れ

て
打
毀
し
に
加
わ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
笞
五
〇
回
の
刑
に
処

せ
ら
れ
た
。

５

徴
兵
届
、
徴
兵
免
役
願

明
治
七
年
（
一
八
七
四

）
九
月

国
民
軍
の
内
十
七
歳
の
者
取
調
帳
と
十
八
才
～
四
十
才
の

者
取
調
帳

明
治
六
年
（
一
八
七
三

）
五
月

明
治
六
年
一
月
に
徴
兵
令
が
施
行
さ
れ
、
満
二
十
歳
の
男
子

か
ら
抽
選
で
三
年
の
兵
役（
常
備
軍
）に
就
く
こ
と
に
な
っ
た
。

国
民
皆
兵
が
理
念
で
あ
っ
た
が
、
身
長
の
低
い
者
（
五
尺
一
寸

＝
一
五
四
・
五
㎝
以
下
）
や
病
気
の
者
な
ど
は
除
か
れ
、
ま
た

制
度
の
当
初
は
、一
家
の
主
人
や
嗣
子
な
ど（
承
継
者
）、養
子
、

金
銭
（
二
七
〇
円
）
を
支
払
っ
た
者
は
徴
兵
を
免
除
さ
れ
た
。

こ
の
た
め
徴
兵
逃
れ
に
養
子
に
な
る
者
が
続
出
し
、
二
十
歳
以

上
の
男
子
の
三
％
～
四
％
程
度
し
か
徴
兵
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
。徴

兵
事
務
は
町
村
の
戸
長
役
場
が
担
当
し
た
。
家
族
に
徴
兵

適
齢
者
が
い
る
家
の
戸
主
は
、
一
月
末
ま
で
に
本
籍
地
の
戸
長

役
場
に
「
徴
兵
適
齢
届
」
を
提
出
し
た
。
戸
長
役
場
で
は
、
一

月
一
日
付
け
の
戸
籍
を
も
と
に
、
前
年
十
二
月
一
日
か
ら
当
年

十
一
月
三
十
日
ま
で
に
二
十
歳
に
達
す
る
者
の
人
員
表
（
壮
丁

人
員
表
）
を
作
成
し
て
県
に
届
け
出
た
。

ま
た
、
十
七
歳
か
ら
四
十
歳
ま
で
の
男
子
は
「
国
民
軍
」
と

し
て
兵
籍
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
町
村
で

十
七
歳
に
な
る
者
も
同
様
に
県
に
届
け
出
ら
れ
た
。

６

敷
地
学
校
則
認
可
伺
書

明
治
十
五
年
（
一
八
八
二

）
十
一
月

退
校
届
と
敷
地
学
校
出
席
簿

明
治
十
九
年
（
一
八
八
六

）

敷
地
村
は
、
明
治
五
年
に
吉
舎
町
か
ら
三
谿
郡
勤
番
所
の
建

物
を
移
設
し
、
広
島
か
ら
朱
子
学
者
を
招
聘
し
て
、
由
道
館
と

い
う
郷
校
（
の
ち
三
谿
高
等
小
学
校
）
を
開
設
す
る
な
ど
教
育

み

ぶ

む
ら
か
づ
きか

ん
ば
つ
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振
興
に
熱
心
な
土
地
柄
で
、
明
治
十
五
年
十
一
月
に
は
、
敷
地

小
学
校
の
校
則
を
県
に
提
出
し
て
認
可
さ
れ
、
開
校
の
運
び
と

な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
政
府
や
県
、
町
村
の
学
事
関
係
者
が
就
学
の
重
要

性
を
強
調
し
、
就
学
を
督
励
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
村
で

一
般
民
衆
を
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
は
決
し
て
容
易
で
は
な

か
っ
た
。
就
学
し
て
も
登
校
し
な
か
っ
た
り
、
就
学
ま
も
な
く

退
学
す
る
生
徒
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
明
治
十
四
年
の
三
谿
郡

の
就
学
率
は
三
六
・
四
％
（
県
平
均
三
七
・
一
％
）
で
、
男
子

五
七
・
二
％
（
県
平
均
五
三
・
九
％
）
に
対
し
て
女
子
は
一
五
・

四
％
（
県
平
均
一
八
・
六
％
）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

【
参
考
資
料
】
本
宅
普
請
万
覚
帳
（
複
製
）

天
明
八
年
（
一
七
八
八

）
九
月
よ
り

こ
の
「
本
宅
普
請
万
覚
帳
」
に
は
、
奥
家
本
宅
の
普
請
に
際

し
、
天
明
八
年
九
月
に
材
木
を
吟
味
し
て
切
り
出
す
と
こ
ろ
か

ら
、
十
一
月
四
日
に
当
主
岡
垣
内
武
十
郎
と
大
工
彦
平
と
の
間

で
締
結
し
た
建
築
契
約
の
内
容
や
、
銀
払
い
の
覚
え
、
木
出
し

に
来
た
人
々
の
名
前
、
家
屋
が
完
成
し
て
近
隣
の
人
々
が
持
参

し
た
お
祝
い
に
至
る
ま
で
の
物
品
の
出
入
り
等
が
克
明
に
記
さ

れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
民
家
普
請
を
研
究
す
る
上
で
貴
重
な

資
料
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
文
書
も

附

指
定
と

し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。

【
参
考
写
真
】
重
要
文
化
財
奥
家
住
宅
（
表
紙
）

平
成
十
九
年
十
一
月
撮
影

（
財
）
文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
提
供

三
次
市
吉
舎
町
敷
地
の
奥
家
住
宅
は
、
入
母
屋
造
り
、
茅
葺

き
で
、
桁
行
が
六
・
三
ｍ
、
梁
間
が
一
〇
・
〇
ｍ
、
六
間
取
り

に
台
所
の
あ
る
角
屋
を
つ
け
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
一
部

改
造
部
分
は
あ
る
も
の
の
、
建
築
当
初
の
構
造
を
よ
く
残
し
て

い
る
。
柱
数
を
少
な
く
す
る
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
、
土
間
上
の
梁

組
み
は
木
太
い
梁
が
互
い
違
い
に
五
重
に
及
び
、
頑
丈
に
組
み

上
げ
ら
れ
た
姿
は
圧
巻
で
あ
る
。
構
造
的
に
狂
い
も
な
く
、
仕

上
げ
も
丁
寧
で
、
こ
の
地
方
の
十
八
世
紀
後
期
の
代
表
的
な
豪

家
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

茅
葺
き
屋
根
の
破
損
が
著
し
い
た
め
、
平
成
十
九
年
十
月
か

ら
三
年
計
画
で
保
存
修
理
事
業
が
行
わ
れ
、
今
年
秋
に
完
了
す

る
予
定
で
あ
る
。
写
真
は
補
修
が
行
わ
れ
る
以
前
、
屋
根
の
一

部
が
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
に
覆
わ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

【
参
考
写
真
】
奥
家
文
書
が
収
納
さ
れ
て
い
た
箱

平
成
二
十
年
六
月
撮
影

奥
家
文
書
四
四
五
九
点
は
、
奥
家
住
宅
主
屋
の
北
側
に
隣
接

す
る
土
蔵
二
階
で
、「
明
治
十
八
年
三
月
日
」、「
明
治
二
十
年
三

月

敷
地
村
・
矢
野
地
村
・
海
田
原
村
・
矢
井
村
戸
長
役
場
」

と
墨
書
さ
れ
た
二
つ
の
大
き
な
木
箱
な
ど
に
収
納
さ
れ
、
長
ら

く
保
存
さ
れ
て
い
た
。
戸
長
役
場
で
作
成
・
収
受
さ
れ
た
公
文

書
は
、
私
的
な
文
書
な
ど
と
は
区
別
さ
れ
、
箱
に
納
め
ら
れ
て

管
理
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
平
成
十
九
年
十
月
か
ら
奥

家
住
宅
の
補
修
工
事
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
と
も
な
い
、
こ
れ

ら
の
文
書
は
木
箱
な
ど
か
ら
取
り
出
さ
れ
、
段
ボ
ー
ル
な
ど
に

詰
め
替
え
ら
れ
三
次
市
吉
舎
支
所
へ
移
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
に

記
録
が
と
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
確
認
は
で
き
な
い
。

な
お
、
写
真
の
土
蔵
に
も
棟
札
が
残
さ
れ
、
文
化
九
年
（
一

八
一
二

）
三
月
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

い
り
も
や

か
や
ぶ

け
た
ゆ
き

は
り
ま

つ
の
や

つ
け
た
り
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収
蔵
文
書
の
紹
介

展
示
文
書
解
読
文

１

村
法
改
め
人
別
受
印
帖
と
村
格
改
め
人
別
再
受
印
形
帳

①

天
保
四
年

村
法
改
人
別
受
印
帖

壬
巳
正
月

敷
地
村

一
当
村
諸
入
役
等
勘
略
之
儀
去
辰
年
御
役
人
中
様

御
手
元
江
願
出
、
去
春
一
ツ
書
ヲ
以
願
之
通
御
聞
済
、

御
定
メ
被
下
候
所
、
去
秋
ニ
至
り
右
ヶ
条
之
内
指
閊
ニ

相
成
候
廉
も
有
之
由
ニ
而
、
不
居
合
之
谷
場

御
座
候
由
、
既
ニ
三
次
納
メ
浜
出
シ
無
駄
賃
、
諸
普
請

夫
出
捨
等
別
而
不
居
合
ニ
御
座
候
付
ニ
付
、
此
度
得
斗

御
評
議
之
上
左
之
通
り
御
改
被
下
、
夫
々
一
統
納
得

奉
畏
候

（
中
略
）

右
之
通
此
度
夫
々
御
定
メ
被
下
、
少
茂
申
分

無
御
座
奉
畏
候
、
仍
而
連
印
仕
、
差
出
申

候
所
相
違
無
御
座
候
、
以
上

巳
正
月

長
百
姓忠

兵
衛
㊞

同

専
次
郎
㊞

同

又

蔵
㊞

同

熊

蔵
㊞

百
姓

武

八
㊞

同

喜
三
郎
㊞

同

権
三
郎
㊞

（
二
八
名
分
略
）

麻

蔵
㊞

常
太
郎
㊞

菊
十
郎
㊞

喜
代
蔵
㊞

金
十
郎
㊞

十
五
郎
㊞

本

蔵
㊞

保
五
郎
㊞

石

蔵
㊞

亀

吉
㊞

文
三
郎
㊞

石
五
郎
㊞

音
十
郎
㊞

次
郎
吉
㊞

倉

松
㊞

源

助

祖

平
㊞

弁

槌
㊞

島

吉
㊞

嘉
五
郎
㊞

与

吉
㊞

亦
兵
衛
㊞

久
右
衛
門
㊞
幸

十
㊞

貞
次
郎
㊞

弁

蔵
㊞

八

蔵
㊞

幸

吉
㊞

要

助
㊞

弥
之
助
㊞

政
十
郎
㊞

勇

助
㊞

宇
平
次
㊞

藤
三
郎
㊞

富

蔵
㊞

丈

平
㊞

京

蔵
㊞

政
三
郎
㊞

徳
次
郎
㊞

禎

蔵
㊞

麻
次
郎
㊞

彦
太
郎
㊞

永

蔵
㊞

喜
平
次
㊞

常

平
㊞

常

吉
㊞

京
次
郎
㊞

与

市
㊞

祖
之
吉
㊞

文
五
郎
㊞

佐

市
㊞

専

助
㊞

勘

松
印

伝
右
衛
門
㊞
万

蔵
㊞

丈

蔵
㊞

（
一
六
四
名
分
略
）庄

屋
栄
三
郎
様

同

理
十
郎
様

与

頭
武

作
様

同

半
次
郎
様

前
段
之
通
私
へ
茂
御
相
談
有
之
事
、

申
会
之
上
相
定
り
候
儀
至
極
御
同
意
仕
候
所

無
相
違
候
、
以
上

庄
屋
格

巳
正
月

弥
三
郎
㊞

②

天
保
十
四
年

村
格
改
人
別
再
受
印
形
帖

卯
八
月

敷
地
村

（
前
略
）

右
者
天
保
四
年
巳
春
村
法
御
改
人
別

受
印
仕
置
候
得
共
、
ヶ
条
之
内
差
支
、
縺
筋

出
来
、
此
度
於
向
江
田
村
郡
約
被
仰
付
一
件

至
居
合
候
上
、
其
箇
条
ニ

候
而
者
御
文
面

御
添
削
、
尚
夫
々
改
而
御
読
聞
被
仰
付

一
々
御
ヶ
条
之
御
趣
意
感
服
奉
畏
候
、

然
ル
上
者
後
来
無
違
変
急
度
相
守

可
申
候
、
依
而
村
方
人
別
御
受
印
仕
、

差
出
置
候
所
如
件

天
保
十
四
癸
卯
八
月

長
百
姓又

蔵
㊞

同

彦

蔵
㊞

同

仁

八
㊞

同

愛

吉
㊞

武
八
郎
㊞

喜
三
郎
㊞

権
三
郎
㊞

伴

平
㊞

岩

平
㊞

大
次
郎
㊞

丈
兵
衛
㊞

八
郎
次
㊞

仲

蔵
㊞

惣

平
㊞

西

坊
㊞

岩
五
郎
㊞

貞

助
㊞

常
五
郎
㊞

和

平
㊞

直

吉
㊞

愛

蔵
㊞

熊
太
郎

忠
次
郎
㊞

常

吉
㊞

祖

平
㊞

弁

槌
㊞

島

吉
㊞

嘉
五
郎
㊞

冬

松
㊞

庄
五
郎
㊞

熊

吉
㊞

藤
五
郎
㊞

（
二
二
一
名
分
略
）

割
庄
屋

三
上
権
九
郎
様

（
表
紙
）

（
表
紙
）
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御
出
役
木
乗
村
給
庄
屋

東

平
様

当
村
庄
屋理

十
郎
様

同
同

直
次
郎
様

同
組
頭

武

作
様

同
同

半
次
郎
様

２

五
人
組
改
め
帳

安
政
六
年

五
人
組
改
帳

未
正
月

（
一
三
組
分
略
）

一

頭

常
次
郎

一

西
光
寺

一

助

蔵

一

岡
垣
内

一

弁

槌

〆
五
人

玉

槌

一

頭

保

吉

一

田
渕
屋

一

嘉

助

一

愛

吉

一

瀬

助

〆
五
人

（
三
三
組
分
略
）

覚

一
当
村
五
人
組
改
メ
五
拾
九
年
も
不
仕
候

ニ
付
、
一
組
ニ
弐
人
り
三
人
与
相
成
申
候
ニ
付
、

当
未
二
月
改
致
置
申
候
、
以
上

安
政
六
年

未
二
月

庄
屋

忠
四
郎

同

栄
十
郎

与
頭

良

蔵

同

丈
三
郎

同
見
習豊

太
郎

長
百
姓又

蔵

同

愛

吉

同

槌

松

同

仁

八

同

弁

蔵

同

栄

蔵

３

田
畑
旱
損
に
つ
き
「
一
名
見
」
提
出
に
関
す
る
口
上
書

口
上
之
覚

一
当
年
者
一
流
（
統
カ
）
希
成
旱
魃
ニ
付
、
私
持
分
田
畑

不
残
旱
損
仕
候
ニ
付
、
一
名
見
ニ
被
成
下
候
様
御
役
人
中
様

御
手
元
へ
御
願
申
上
候
所
、
当
年
之
義
者
一
名
見
茂
多
分

有
之
候
事
故
可
成
丈
一
名
見
差
控
候
趣
一
流
江

被
仰
付
候
へ
共
、
私
義
ハ
押
而
御
願
申
上
候
処
、

御
番
組
様
御
廻
村
之
節
被
為
仰
付
候
御
趣
意
茂

有
之
、
猶
又
外
百
姓
内
御
趣
意
相
守
り
一
名
見
差
控

候
並
合
茂
有
之
候
間
、
一
名
見
差
控
候
様
被
仰
付
奉
畏
候
、

候
得
共
、
如
何
被
成
下
候
共
一
応
旱
損
所
御
見
合
被
下
候
様

申
上
候
処
、
田
畑
共
御
見
分
被
成
下
、
有
米
御
見
損
之
処
も

被
仰
聞
候
得
共
、
私
見
込
と
余
程
違
茂
御
座
候
間
、

得
斗
愚
考
仕
候
得
共
、
何
分
一
名
見
御
取
計
被
下
候
様
又
々

御
願
申
上
候
処
、
外
百
姓
差
控
候
並
合
ニ
も
相
懸
り
候
間
、

割
庄
屋
様
へ
御
窺
之
上
御
取
計
可
被
下
段
被
仰
付

奉
畏
候
所
、
依
而
早
速
割
庄
屋
様
御
手
元
へ
私
御
呼

出
し
被
遣
、
種
々
御
教
導
入
割
被
仰
聞
候
得
共
、
兎
角

私
腹
心
ニ
落
入
不
申
候
間
一
名
見
之
段
御
願
申
上
候
処
、
左
候
ハ
ヽ

無
拠
御
上
御
窺
申
上
、
御
下
知
之
上
御
取
計
可
被
遣
段

被
仰
付
奉
畏
候
、
尤
毛
上
之
義
者
村
方
へ
取
上
ケ
置
可
申
段

被
仰
付
、
是
又
奉
畏
候
、
毛
上
之
義
者
私
方
は
勿
論
、
隠
居

与
吉
分
共
一
切
村
方
へ
御
取
上
ケ
被
下
候
而
少
し
も
兎
口

申
上
分
無
御
座
候
、
為
其
口
上
書
一
札
奉
差
上
候
、
已
上

本
人
や
く
り
た

嘉
永
六
年

吉

蔵
㊞

丑
九
月

五
人
与
合

乙

平

一
名
見
願
下
ケ
い
た
し

同

此
口
上
書
不
用
之
事

清
十
郎

同

勇

蔵

同

善
右
衛
門

長
百
姓

愛

吉

御
役
人
中
様

４

武
一
騒
動
鎮
撫
役
人
宿
泊
諸
入
用
割
賦
取
立
帳
（
略
）

敷
地
村
四
名
の
裁
許
状
（
①
～
④
）

（
表
紙
）

石
五
郎
分
家



①

三
谿
郡

敷
地
村
百
姓

岡

作

当
未
二
十
四
才

其
方
義
、
当
八
月

百
姓
共
暴
動
、
割
庄
屋

淳
二
居
宅
打
毀

之
節
、
窃
盗
相
働
候

而
已
な
ら
す
、
打
毀
之

手
伝
い
た
し
候
段
彼
是

不
埒
ニ
付
、
杖
七
十

申
付
ル
者
也

辛
未十

二
月
㊞

②

三
谿
郡

敷
地
村
組
頭
格

庄

作

当
未
二
十
六
才

其
方
義
、
当
八
月

百
姓
共
暴
動
之
砌
、

役
人
共
之
居
宅
打

毀
之
手
伝
い
た
し
候
段

不
埒
ニ
付
、
格
式

取
上
ル
者
也

辛
未十

二
月
㊞

③

三
谿
郡

敷
地
村
百
姓

吉
五
郎

当
未
三
十
九
才

嗣
子

伊
達
庄
介

右
ハ
本
年
徴
兵
ニ
適
ス
ル
者
ニ
御
座
候
、
此
段
御
届
仕
候
、
以
上

第
十
三
大
区
二
小
区
敷
地
村

三
百
四
十
番
屋
敷

農

伊
達
清
助
㊞

嘉
永
六
年
十
二
月
三
日
生

堂
原
音
五
郎

右
ハ
徴
兵
合
格
之
者
ニ
御
座
候
処
、
身
丈
五
尺
一
寸
未
満
ニ
附

免
役
簿
へ
御
編
入
可
被
下
候
、
以
上

第
十
三
大
区
二
小
区
敷
地
村

三
百
三
十
八
番
屋
敷
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其
方
義
、
当
八
月
村
々

百
姓
共
暴
動
之
砌
、

所
々
お
ゐ
て
多
人
数
倶
々

乱
暴
候
段
不
埒
ニ
付
、

笞
五
十
申
付
ル
者
也

辛
未十

二
月
㊞

④

三
谿
郡

敷
地
村
浮
過

滝

平

当
未
三
十
九
歳

其
方
儀
、
当
八
月

村
々
百
姓
共
暴
動

之
砌
、
多
人
数
被
威

候
よ
り
と
ハ
申
ス
条
、

人
家
之
瓦
等
打
砕

候
条
不
埒
ニ
付
、

笞
五
十
申
付
る

者
也辛

未十
二
月
㊞

５

徴
兵
届
（
①
）・
徴
兵
免
役
願
（
②
・
③
）

国
民
軍
の
う
ち
十
七
歳
の
者
取
調
帳
な
ど
（
略
）

①

徴
兵
届

嘉
永
七
年
正
月
十
日
生

長
男

月
番

伊
達
清
助
㊞

総
代

奥

徳
十
郎
㊞

戸
長

岸

群
太
郎
殿

副
戸
長

米
田
武
八
郎
殿

②

記

長
男

嘉
永
七
年
正
月
十
日
生

伊
達
庄
介

右
ハ
徴
兵
合
格
之
者
ニ
御
座
候
処
、
嗣
子
ニ
附
免
役
簿
へ

御
編
入
可
被
下
候
、
以
上

第
十
三
大
区
二
小
区
敷
地
村

三
百
四
十
番
屋
敷

農

伊
達
清
助
㊞

月
番

伊
達
清
助
㊞

総
代

奥

徳
十
郎
㊞

戸
長

岸

群
太
郎
殿

副
戸
長

米
田
武
八
郎
殿

③

記

弟

一
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農

堂
原
音
蔵
㊞

月
番

伊
達
清
助
㊞

総
代

奥

徳
十
郎
㊞

戸
長

岸

群
太
郎
殿

副
戸
長

米
田
武
八
郎
殿

６

敷
地
学
校
則
認
可
伺
書
（
①
）

退
校
届
（
②
）
と
敷
地
学
校
出
席
簿
（
略
）

①

敷
地
学
校
則
御
認
可
伺

当
小
学
区
公
立
敷
地
小
学
校
則
本
年
丙
第

七
十
三
号
御
達
小
学
校
則
起
革
心
得
ニ

基
キ
別
紙
之
通
取
調
候
間
、
御
認
可
相
成

度
、
此
段
相
伺
候

三
谿
郡
第
八
小
学
区
学
務
委
員

明
治
十
五
年
十
一
月
三
十
日

佐
久
間
泰
三
郎
㊞

同

同

同

奥

徳
十
郎
㊞

同

同

同

秋
山
兵
三
郎

広
島
県
令
千
田
貞
暁
殿
代
理

広
島
県
大
書
記
官
平
山
靖
彦
殿

「
書
面
伺
之
通

明
治
十
五
年
十
二
月
廿
三
日

広
島
県
令
千
田
貞
暁
㊞
」

②

退
校
届

五
女

ト
メ

六
女

ヨ
シ

右
入
校
之
者
ニ
御
座
候
処
、
赤
窮
ニ
シ
テ

日
々
活
計
凌
兼
、
困
難
罷
在
候
付
、

就
テ
ハ
弁
当
等
持
参
ス
ル
不
能
、
依
テ

退
校
為
仕
候
、
此
段
御
届
申
上
候
也

三
谿
郡
敷
地
村

百
七
十
三
番
屋
敷

大
上
伊
平
㊞

明
治
十
九
年

三
月
廿
九
日

敷
地
村
外
四
ヶ
村

戸
長

奥

徳
十
郎
様

【
参
考
資
料
】
本
宅
普
請
万
覚
帳

天
明
八
年

敷
地
村

本
宅
普
請
万
覚
帳

岡
垣
内

申
九
月
ヨ
リ

武
十
郎

（
前
略
）

梁
三
間
半

桁
六
間
半

一
居
間

上
本
柱
鉋
削

之
事

一
居
間
沖

上
つ
ま
迄
椽

板
打
之
事

一
戸
袋
二
ル
調
之
事

一
戸
障
子
唐
紙
入
候
所
、

不
残
敷
居
・
鴨
居
を
候
事

一
指
鴨
居
鉋
削
之
事

一
座
廻
り
不
残
上
敷
を
入
候

事
、
尤
面
通
り
居
間


上
敷
板
打
候
事

一
床
敷
込
か
ば
ち
を
入
、

板
打
落
か
け
入
候
事

一
座
敷
之
分
、
な
け
し

を
打
候
事

一
木
挽
・
大
工
受
之
内
ニ
て

調
候
事

一
穴
ハ
此
方

ほ
り
可
申
事

一
来
二
月
中
旬
迄
ニ
調
候
事

一
大
工
賄
捨
ニ

作
料
銀

弐
百
五
拾
目
ニ
定
候

右
之
通
受
負
仕
切

如
此
相
違
無
御
座
候
、岡

垣
内武

十
郎

申
十
一
月
四
日

大
工彦

平
殿

外
ニ
う
し
つ
な
き
の
し
け
つ
り

作
料
と
し
て
弐
拾
目
増

（
後
略
）

一
本
宅
一
軒

（
表
紙
）

保存修理事業完成間近の重要文化財奥家住宅

平成21年4月30日撮影

（財）文化財建造物保存技術協会提供
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